
 

 

 

○ 経緯 

  １１月は「児童虐待防止推進月間」です。 

毎年１１月の「児童虐待防止推進月間」において、全国でオレンジリボンキャンペーンなど、児童虐待防

止のための取組を集中的に展開しています。 

 

○ 児童虐待の現状  

昨年度、北海道における児童相談所の児童虐待に関する相談対応件数は、６千３９６件と過去最多とな

っています。 

 

○ 道の取り組み  

講演会等の取り組みを集中的に展開するほか、テレビCMやSNSによる相談ダイヤル「１８９」の普及啓

発や自動販売機の電光掲示板を活用した企業等との協働広報に取り組むなど、道民の皆様の児童虐待への

理解や関心を深めていく予定です。 

今年の標語は『１８９（いちはやく） 知らせて守る こどもの未来』です。こうした標語や取り組み

を通じ、道民一人ひとりの理解や関心を深め、虐待防止を推進していきたいので、運動の趣旨にご理解を

いただき、取材等ご協力をお願いします。 

１ 児童虐待防止推進月間 令和２年１１月１日（日）～１１月３０日（月） 

２ 月間中の主な取り組み内容 

（１）児童虐待防止に関する講演会 

道内４ヵ所において１１月中に実施 

開催日 開催場所 児童相談所 内 容 

11/7(土) 幕別町 帯広・釧路児童相談所 講演「児童虐待対応における市町村と関係機関の連携・協働」 

11/9(月) 旭川市 旭川・北見児童相談所 講演「体罰によらない子育てについて」 

11/18(水) 北斗市 函館・室蘭児童相談所 講演「乳幼児期からの虐待予防」 

11/27(金) 北広島市 中央･岩見沢児童相談所 講演「乳幼児期からの虐待予防」 

   ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、中止する場合があります。 

（２）その他広報 

  ①テレビＣＭによる広報 

   ＳＴＶ札幌テレビの番組「どさんこワイド」において、３０秒のテレビＣＭ広報を実施。 

②自動販売機の電光掲示板による広報 

 北海道コカ･コーラボトリング(株)が道内に設置する約１,３００台の電光掲示板付き自動

販売機において、１１月中の１４日間、広報を実施。 

③児童虐待防止啓発用ステッカーの貼付による広報 

 各市町村の道民が多く利用する施設等やNEXCO東日本が道内において管理する高速道路休憩

施設のうち、主なエリアに児童虐待防止啓発用ステッカーを貼付し、広報実施。 

④SNSを活用した相談ダイヤル「１８９」の普及啓発 

   児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」をツイッターにより発信し、相談窓口を広く周知。 

  ⑤広報誌や札幌地下歩行空間イベントを活用した広報 

   (株)アドバコムが発行する広報誌「エコチル」への掲載や１１月２４日～３０日に行われる

札幌地下歩行空間イベントにおいて、ポスター等の掲示による広報を実施。 

 

担当 保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課（児童相談係 課長補佐 松田） 

電話 直通０１１－２０４－５２３７ 代表０１１－２３１－４１１１（内線２５-７５５） 

 

 

「児童虐待防止推進月間」について 


